
項
　

目
　

名

令
和

６
年

度
担

当
課

衛
生
費

不
燃
物
処
理
費

環
境
ク
リ
ー
ン

セ
ン

タ
ー

管
理

費

（
単
位
：
千
円
）

4
6
,
5
2
0 0

4
6
,
5
2
0

4
6
,
4
2
0

金
　

額

国
庫
支
出
金

0

県
支
出
金

0

3
4
,
8
0
0 0

市
町
普
通
負
担
金

1
1
,
6
2
0

4
6
,
4
2
0 0 0

（
参
考

）

0
評
価
結
果

施
設
の
適
正
な
管
理
運
転
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
が
で

き
た

。
前
年
度
決
算
額

款
【

問
合

せ
先

】
環

境
管

理
係

　
0
8
5
7
-
2
6
-
0
5
3
2

項 目

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

最
終
予
算
額

本
年
度
決
算
額

区
　
　
　
分

【
事

業
の

概
要

】
　

環
境

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

に
は

昇
降

機
が

２
基

(
見

学
棟

[
１

階
－

３
階

]
、
工
場
棟
[
地
階
－
５
階
]
)
設
置
さ
れ
て
お
り
、
平
成
９
年
度
の

供
用

開
始

か
ら

２
５

年
以

上
が

経
過

し
て

い
る

。
　

工
場

棟
の

昇
降

機
は

日
々

の
不

燃
物

処
理

業
務

に
欠

か
せ

な
い

設
備

で
あ
る
が
、
劣
化
が
激
し
く
、
油
圧
シ
リ
ン
ダ
か
ら
オ
イ
ル
漏
れ
が

確
認

さ
れ

、
そ

の
都

度
対

応
を

行
っ

て
い

た
。

　
補

修
部

品
の

調
達

も
困

難
と

な
っ

て
い

た
こ

と
か

ら
、

供
用

開
始

後
初
め
て
全
面
更
新
を
行
っ
た
。

　 【
事

業
の

成
果

】
　

昇
降

機
1
基

（
工

場
棟

）
の

更
新

　
　

　
　

[
決

算
]
　

　
4
6
,
4
2
0
千

円
　 【

今
後

の
課

題
・

方
向

性
】

　
今

後
も

引
き

続
き

、
施

設
を

適
正

に
管

理
す

る
と

と
も

に
長

寿
命

化
に
努
め
る
。

財 源 内 訳

地
方
債

そ
の
他

計

そ
の
他
財

源
の

内
訳

令
和

６
年

度
 
決

算
事

業
別

概
要

書

1
環
境

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

工
場

棟
昇

降
機

更
新

事
業

年
　
　
度

環
境

衛
生

課
会
計
名

事
業

の
概

要
一
般

会
計
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項
　

目
　

名

令
和

６
年

度
担

当
課

衛
生
費

可
燃
物
処
理

費

ご
み
処
理
施

設
管

理
費

（
単
位
：
千
円
）

7
2
4
,
3
3
0 0

7
2
4
,
3
3
0

7
2
4
,
3
3
0

金
　

額

国
庫
支
出
金

0

県
支
出
金

0 0

4
4
5
,
4
3
0

市
町
普
通
負
担

金
2
7
8
,
9
0
0

7
2
4
,
3
3
0

2
6
5
,
0
3
0

1
8
0
,
1
9
7

磁
性
物
売
払
収
入

2
0
3

（
参
考
）

6
8
3
,
6
4
3

款
【

問
合

せ
先

】
施

設
管

理
係

　
0
8
5
7
-
2
6
-
0
5
9
6

項 目

当
初
予
算
額

2
リ

ン
ピ

ア
い

な
ば

運
営

管
理

業
務

年
　
　
度

環
境

衛
生

課
会
計
名

事
業

の
概

要
一

般
会

計

施
設
を
安
全
か
つ
円
滑
に
稼
働
す
る
こ
と
が
で
き

た
。

前
年
度
決
算
額

財 源 内 訳

地
方
債

そ
の
他

計

そ
の
他

財
源

の
内

訳

可
燃
物
処
理
手
数
料

【
事

業
の

概
要

】
　

可
燃

物
処

理
施

設
「

リ
ン

ピ
ア

い
な

ば
」

の
適

切
な

運
営

管
理

に
努

め
、
可
燃
ご
み
の
適
正
処
理
や
有
害
物
質
の
発
生
抑
制
、
ご
み
の
焼
却
に

よ
る

熱
を

利
用

し
た

発
電

、
見

学
者

の
受

入
れ

を
実

施
し

た
。

【
事

業
の

成
果

】
　

令
和

５
年

度
　

（
債

）
可

燃
物

処
理

施
設

運
営

管
理

業
務

（
R
5
～

R
2
4
）
　
［
決
算
］
　
6
8
3
,
6
4
3
千
円

　
令

和
６

年
度

　
（

債
）

可
燃

物
処

理
施

設
運

営
管

理
業

務
（

R
5
～

R
2
4
）
　
［
決
算
］
　
7
2
4
,
3
3
0
千
円

　 【
今

後
の

課
題

・
方

向
性

】
 
今

後
も

引
き

続
き

安
全

、
安

心
な

施
設

と
し

て
稼

働
で

き
る

よ
う

適
切
な
運
営
管
理
を
行
う
。

余
剰
電
力
売
電
収
入

補
正
予
算
額

最
終
予
算
額

本
年
度
決
算
額

区
　
　
　
分

評
価
結
果

2



項
　
目
　
名

令
和
６
年
度

担
当

課

衛
生
費

可
燃
物
処
理
費

ご
み
処
理
施
設
管
理
費

（
単

位
：

千
円

）

55
,1
12

△
 7
,5
10

47
,6
02

18
,8
45

金
　
額

国
庫
支
出
金

0

県
支
出
金

0

8,
7
00 0

市
町
普
通
負
担
金

10
,1
45

18
,8
45 0 0

（
参
考
）

13
,3
43

補
正
予
算
額

最
終
予
算
額

評
価
結
果

来
場
者
の
安
全
確
保
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
た

。
前

年
度
決
算
額

計

そ
の
他
財
源
の
内
訳

財 源 内 訳

地
方
債

そ
の
他

本
年
度
決
算
額

区
　
　
　
分

【
事
業
の
概
要
】

　
令
和
２
年
４
月
に
地
す
べ
り
が
発
生
し
た
可
燃
物
処
理
施
設
南
法
面

は
、
令
和
３
年
度
の
仮
補
修
（
法
面
下
部
へ
の
押
さ
え
盛
土
）
に
よ
り
小

康
状
態
と
な
っ
た
。

　
恒
久
対
策
と
し
て
、
令
和
４
年
度
に
地
す
べ
り
調
査
（
ボ
ー
リ
ン
グ

調
査
、
地
す
べ
り
解
析
、
対
策
工
法
選
定
）
を
実
施
し
、
令
和
５
年
度
に

対
策
工
法
（
横
ボ
ー
リ
ン
グ
工
）
の
実
施
設
計
を
行
っ
た
。
令
和
６
年

度
は
、
実
施
設
計
に
基
づ
く
横
ボ
ー
リ
ン
グ
工
を
実
施
し
た
。

【
事
業
の
成
果
】

　
令
和
３
年
度
　
仮
補
修
（
法
面
下
部
へ
の
押
さ
え
盛
土
）
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
 7
,9
75
千
円

　
　
　
　
　
　
　
地
す
べ
り
調
査
（
現
地
測
量
、
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
計

画
作
成
）
　
　
　
　
  
 2
,4
96
千
円

　
令
和
４
年
度
　
地
す
べ
り
調
査
（
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
、
地
す
べ
り
解

析
、
対
策
工
法
選
定
）
19
,9
98
千
円

　
令
和
５
年
度
　
地
す
べ
り
調
査
（
地
す
べ
り
解
析
、
対
策
工
設
計
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
13
,3
43
千
円

　
令
和
６
年
度
　
地
す
べ
り
調
査
（
動
態
観
測
調
査
）
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7,
20
5千

円
　
　
　
　
　
　
　
南
法
面
整
備
工
事
（
横
ボ
ー
リ
ン
グ
工
）
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
  
  
11
,6
40
千
円

　
※
翌
年
度
繰
越
額
 南

法
面
整
備
工
事
（
横
ボ
ー
リ
ン
グ
工
）
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
 2
7,
07
5千

円
　
　
　
　
　
　
　
　
 鳥

取
市
下
水
道
部
負
担
金
（
監
督
員
）
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1,
27
5千

円
　 【
今
後
の
課
題
・
方
向
性
】

　
南
法
面
整
備
工
事
（
ボ
ー
リ
ン
グ
工
）
の
効
果
を
確
認
し
、
安
全
確

保
に
向
け
て
必
要
な
事
業
に
取
り
組
む
。

3
可

燃
物

処
理

施
設

南
法

面
整

備
事

業

年
　
　
度

環
境

衛
生

課
会
計
名

事
業

の
概

要
一
般
会
計

款
【
問
合
せ
先
】
施
設
管
理
係
　
08
57
-2
6-
05
96

項 目

当
初
予
算
額

3



項
　

目
　

名

令
和

６
年

度
担

当
課

消
防
費

消
防
費

消
防
施
設
費

（
単
位
：
千
円
）

2
5
8
,
6
5
4

△
 
1
0
,
0
5
3

2
4
8
,
6
0
1

1
8
9
,
8
4
0

金
　

額

国
庫
支
出
金

0

県
支
出
金

0

1
5
4
,
5
0
0

3
4
,
7
2
9

市
町
普
通
負
担

金
6
1
1

1
8
9
,
8
4
0

3
4
,
7
2
9 0

（
参
考
）

7
8
,
7
2
6

評
価
 結
果

最
終
予
算
額

本
年
度
決
算
額

区
　
　
　
分

前
年
度
決
算
額

財 源 内 訳

地
方
債

そ
の
他

計

そ
の
他

財
源

の
内

訳

市
町
特
別
負
担
金

【
事

業
の

概
要

】
　

昭
和

５
６

年
以

前
の

旧
耐

震
基

準
で

建
築

さ
れ

て
い

る
消

防
庁

舎
は

、
耐
震
性
を
表
す
I
s
値
が
基
準
以
下
で
あ
り
、
耐
用
年
数
に
到
達
し
老
朽

化
が

進
行

し
て

い
る

こ
と

等
の

問
題

が
生

じ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
消

防
庁
舎
整
備
基
本
方
針
に
基
づ
き
新
築
事
業
を
進
め
て
お
り
、
令
和
６
年
度

時
点

で
事

業
対

象
９

施
設

の
う

ち
、

５
施

設
の

事
業

を
完

了
し

て
い

る
。
ま
た
、
事
業
対
象
で
な
い
庁
舎
に
つ
い
て
も
、
建
物
・
設
備
の
老
朽
化

が
進

ん
で

い
る

こ
と

か
ら

、
計

画
的

に
修

繕
を

実
施

し
て

い
る

。

【
事

業
の

成
果

】
　 　

■
八

頭
消

防
署

若
桜

出
張

所
新

築
事

業
　

　
　

令
和

４
年

度
　

基
本

・
実

施
設

計
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
 
　
[
決
算
]
 
　
2
9
,
4
8
0
千
円

　
　

　
令

和
６

年
度

　
新

築
工

事
（

１
年

目
）

、
工

事
監

理
業

務
、

地
盤
変
動
調
査
 
 
 
[
決
算
]
　
1
1
9
,
7
3
1
千
円

　
■

気
高

消
防

署
新

築
事

業
　

　
　

令
和

６
年

度
　

基
本

・
実

施
設

計
、

地
質

調
査

業
務

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
 
[
決
算
]
 
　
6
3
,
9
3
2
千
円

　 　
■

鳥
取

消
防

署
非

常
用

発
電

設
備

他
改

修
事

業
　

　
　

令
和

６
年

度
　

改
修

工
事

実
施

設
計

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
 
　
[
決
算
]
 
　
 
5
,
5
6
6
千
円

　
■

消
防

局
・

鳥
取

消
防

署
外

壁
改

修
事

業
　

　
　

令
和

６
年

度
　

外
壁

ド
ロ

ー
ン

調
査

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
 
　
[
決
算
]
 
　
　
 
6
1
1
千
円

　 　 【
今

後
の

課
題

・
方

向
性

】
　

　
引

き
続

き
、

消
防

庁
舎

整
備

基
本

方
針

に
基

づ
き

、
適

正
に

新
築

整
備
、
庁
舎
改
修
を
行
う
。

計
画
通
り
に
庁
舎
整
備
事
業
が
実
施
さ
れ
、
地
域
の
防
災
拠
点
と
し
て
継
続
的
に
管
内
地
域
の
安
全
・
安
心
の
確
保
を
果
た
す
よ
う

整
備
を
図
る
こ
と
が
で
き
た
。

補
正
予
算
額

4
消

防
庁

舎
新

築
・

改
修

事
業

年
　
　
度

消
防

総
務

課
会
計
名

事
業

の
概

要
一

般
会

計

款
【

問
合

せ
先

】
管

理
係

　
0
8
5
7
-
2
3
-
2
4
3
4

項 目

当
初
予
算
額

4



項
　

目
　

名

令
和

６
年

度
担
当
課

消
防

費

消
防

費

消
防

施
設

費

（
単
位
：
千
円
）

2
0
0
,
0
7
9

△
 
3
,
0
1
3

1
9
7
,
0
6
6

7
4
,
8
4
1

2
6
3
,
6
1
5

金
　

額

国
庫

支
出

金
0

県
支

出
金

0

2
6
2
,
5
0
0 0

市
町

普
通

負
担

金
1
,
1
1
5

2
6
3
,
6
1
5 0 0

（
参

考
）

3
4
,
8
1
5

繰
越

明
許

費
予

算
額

款
【
問
合
せ
先
】
管
理
係
　
0
8
5
7
-
2
3
-
2
4
3
4

項 目
【

事
業

の
概

要
】

　
長

期
間

使
用

に
よ

り
老

朽
化

し
た

車
両

・
資

機
材

を
年

次
計

画
に

基
づ
き

更
新

す
る

も
の

。
　 【

事
業

の
成

果
】

　
■

令
和

４
年

度
　

　
　

災
害

対
応

特
殊

消
防

ポ
ン

プ
自

動
車

（
吉

方
出

張
所

 
１

台
）

 
 
　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
[
決

算
]
　

　
　

　
 
 
4
2
,
7
9
0
千

円
　

　
　

高
規

格
救

急
自

動
車

（
鳥

取
消

防
署

及
び

気
高

消
防

署
 
各

１
台

）
 
　

　
　

　
　

　
　

　
[
決

算
]
　

　
　

　
 
 
6
6
,
8
8
0
千

円
　 　

■
令

和
５

年
度

　
　

　
災

害
対

応
特

殊
高

規
格

救
急

自
動

車
（

湖
山

消
防

署
 
１

台
）

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
[
決

算
]
　

　
　

　
 
 
3
4
,
8
1
5
千

円
　

(
債

)
災

害
対

応
特

殊
は

し
ご

付
消

防
ポ

ン
プ

自
動

車
（

湖
山

消
防

署
 
１
台

）
（

R
5
～

R
6
）

 
 
 
[
決

算
]
　

　
　

　
　

　
　

 
0
千

円
 
 
 
 
 
 
災

害
対

応
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鳥取県東部広域行政管理組合職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正す 

る条例（案）要綱 

 

１ 改正する目的 

緊急消防援助隊として、大規模災害の被災地において、災害対策基本法に基づく

避難指示エリア等の危険な区域を含む過酷な環境の下、救助活動等の危険を伴う業

務に従事した消防職員の特殊勤務手当を新設するためである。 

 

２ 改正する内容 

⑴ 緊急消防援助隊として災害が発生した市町村に出動し、消防の応援等の業務に

従事した消防職員に対し、１日につき１，０８０円の特殊勤務手当を支給するこ

と。（第５条第２項関係） 

⑵ 業務の全部又は一部が次のいずれかに該当するときは、当該手当に次に定める

額を加算して支給すること。（第５条第３項関係） 

 ア 日没時から日出時までの間に業務に従事した場合 １００分の５０に相当す

る額 

 イ 災害対策基本法などの法令に基づき、立入禁止、退去命令等の措置がなされ

た区域内で業務に従事した場合 １００分の１００に相当する額 

 

３ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行する。 

議案第１１号（案）関連資料 
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鳥取県東部広域行政管理組合職員特殊勤務手当支給条例（平成16年鳥取県東部広域行政管理  

組合条例第２号）新旧対照表 

改正後 改正前 

○鳥取県東部広域行政管理組合職員特

殊勤務手当支給条例 

○鳥取県東部広域行政管理組合職員特

殊勤務手当支給条例 

平成16年３月１日 平成16年３月１日 

条例第２号 条例第２号 

第１条～第４条 （略） 第１条～第４条 （略）  

（消防職員の特殊勤務手当） （消防職員の特殊勤務手当） 

第５条 消防職員の特殊勤務手当は、消防局又は

消防署に勤務する消防職員が消防業務に従事し

たときに支給する。 

第５条 消防職員の特殊勤務手当は、消防局又は

消防署に勤務する消防職員が消防業務に従事し

たときに支給する。 

２ 前項の手当の額は、次に定める額とする。 ２ 前項の手当の額は、次に定める額とする。 

(1) 災害防除業務又は潜水業務に従事した消

防職員 従事１回につき700円 

(1) 災害防除業務又は潜水業務に従事した消

防職員 従事１回につき700円 

(2) 救急救命士の資格を有する消防職員が救

急業務に従事した場合 従事１回につき700

円 

(2) 救急救命士の資格を有する消防職員が救

急業務に従事した場合 従事１回につき700

円 

(3) 救急業務又は救助業務に従事した消防職

員 従事１回につき300円 

(3) 救急業務又は救助業務に従事した消防職

員 従事１回につき300円 

(4) 公用車の運転（緊急出勤に限る。）に従

事した消防職員 

(4) 公用車の運転（緊急出勤に限る。）に従

事した消防職員 

ア 梯子車、化学車等大型免許を必要とする

車両を運転した場合 従事１回につき200

円 

ア 梯子車、化学車等大型免許を必要とする

車両を運転した場合 従事１回につき200

円 

イ ア以外の車両を運転した場合 従事１回

につき100円 

イ ア以外の車両を運転した場合 従事１回

につき100円 

(5) 防疫等業務に従事した消防職員 従事し

た１勤務につき1,000円 

(5) 防疫等業務に従事した消防職員 従事し

た１勤務につき1,000円 

(6) 正規の勤務時間による勤務の一部又は全

部が深夜（午後10時から翌日の午前５時まで

の間をいう。）において行われる業務に従事

した消防職員 次のア又はイに掲げる区分に

応じ、それぞれ当該ア又はイに定める金額 

(6) 正規の勤務時間による勤務の一部又は全

部が深夜（午後10時から翌日の午前５時まで

の間をいう。）において行われる業務に従事

した消防職員 次のア又はイに掲げる区分に

応じ、それぞれ当該ア又はイに定める金額 

ア 深夜における勤務時間が２時間以上 従

事した１勤務につき730円 

ア 深夜における勤務時間が２時間以上 従

事した１勤務につき730円 

イ 深夜における勤務時間が２時間未満 従

事した１勤務につき200円 

イ 深夜における勤務時間が２時間未満 従

事した１勤務につき200円 
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(7) 特定新型インフルエンザ等（新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第

31号）第２条第１号に規定する新型インフル

エンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係

る同法第15条第１項に規定する政府対策本部

が設置されたものであって規則で定めるもの

をいう。）から住民の生命及び健康を保護す

るために行われる感染の危険を伴う業務であ

って規則で定めるものに従事した消防職員 

従事した１勤務につき1,500円（緊急に行わ

れた措置に係る作業であって、心身に著しい

負担を与えるものとして規則で定める業務に

従事した場合にあっては、4,000円）を超え

ない範囲内において、それぞれの作業に応じ

て規則で定める額 

(7) 特定新型インフルエンザ等（新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第

31号）第２条第１号に規定する新型インフル

エンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係

る同法第15条第１項に規定する政府対策本部

が設置されたものであって規則で定めるもの

をいう。）から住民の生命及び健康を保護す

るために行われる感染の危険を伴う業務であ

って規則で定めるものに従事した消防職員 

従事した１勤務につき1,500円（緊急に行わ

れた措置に係る作業であって、心身に著しい

負担を与えるものとして規則で定める業務に

従事した場合にあっては、4,000円）を超え

ない範囲内において、それぞれの作業に応じ

て規則で定める額 

(8) 消防組織法（昭和22年法律第226号）第45

条第１項に規定する緊急消防援助隊として、

災害が発生した市町村（同法第28条において

準用する場合を含む。）に出動し、同法第44

条第１項に規定する消防の応援等の業務に従

事した消防職員 １日につき1,080円 

（新設） 

３ 前項第８号に掲げる手当を支給する場合にお

いて、業務の全部又は一部が次の各号のいずれ

かに該当するときは、当該各号に定める額（当

該各号のいずれにも該当する場合は、第２号に

定める額）を前項第８号に規定する額に加算

して支給する。 

（新設） 

(1) 日没時から日出時までの間に業務に従事

した場合 100分の50に相当する額 

 

(2) 災害対策基本法（昭和36年法律第223

号）、大規模地震対策特別措置法（昭和53年

法律第73号）その他の法令に基づき設定さ

れ、立入禁止、退去命令等の措置がなされた

区域（業務の実施後において、当該措置がな

された区域を含む。）内で業務に従事した場

合 100分の100に相当する額 

 

第６条～第７条 （略） 第６条～第７条 （略） 
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緊急消防援助隊として出動した消防職員に対する特殊勤務手当の新設について

２ 国家公務員の特殊勤務手当（災害応急作業等手当）の概要

国家公務員においては、人事院規則９-３０（特殊勤務手当）第１９条により、災害救
助法が適用されるなどの重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う、災害警備、
遭難救助等に対して、1,080円/日（※）を支給することとしている。
※加算あり
・夜間（日没から日出時まで）：50/100
・災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法等に基づき設定された、立入禁止、退
去命令等の措置がなされた区域内で従事した場合の加算：100/100

１ 背景と経過

近年、災害の激甚化・頻発化を背景に、災害時には緊急消防援助隊等の積極的な対応が
求められている状況にあり、令和６年能登半島地震においても多くの消防本部から現地に
派遣され、劣悪な環境の下、災害対応等に当たった。
一方で、消防庁が実施した「緊急消防援助隊の派遣に係る手当の支給状況調査（令和6

年4月1日時点）」では、緊急消防援助隊として出動した消防本部によって支給状況が様々
であることが判明した。
この結果を受け、消防庁は『緊急消防援助隊として出動した消防隊員に対する手当の支

給について（通知）（令和6年8月1日付け消防消第247号、消防広第188号）』を発出し、
国家公務員及び警察職員との待遇面における均衡を図るため、手当の支給について適切に
対応するよう通知した。

３ 新設する制度の概要

緊急消防援助隊は、大規模災害の被災地において災害対策基本法に基づく避難指示エ
リア等の危険区域を含む過酷な環境の下、救助活動等の危険業務に従事するものである
ことから、その勤務の特殊性を考慮し、類似の活動に従事する国家公務員の例を参考に、
緊急消防援助隊として出動した職員に対する特殊勤務手当を新設する。

○消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第４５条第１項に規定する緊急消防援助
隊として、災害が発生した市町村に出動し、同法第４４条第１項に規定する消防の
応援等の業務に従事した者 １日につき１，０８０円

○加算措置
・日没時から日出時までの間に業務に従事した場合 50/100に相当する額(540円)
・災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法その他の法令に基づき設定され、
立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域内で業務に従事した場合

100/100に相当する額（1,080円）

鳥取県内の他の消防局においても条例改正を行い、同様の特殊勤務手当を新設している。
・中部ふるさと広域連合 令和６年１２月２７日施行
・西部広域行政管理組合 令和７年 ９月 １日施行

４ 鳥取県内の消防局の動向
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消防救急無線デジタル化事業をめぐる談合に係る対応について 

 

１ 消防救急無線デジタル化事業をめぐる経過 

① 平成 24 年 4 月 6 日、消防救急デジタル無線設備及び高機能消防指令センター整備工事に

係る請負契約を富士通株式会社と締結した。 

・契約額は 2,037,000千円（内デジタル無線部分 1,336,874千円） 

・富士通株式会社は、株式会社富士通ゼネラルから機器等を購入し、本組合に納品した。 

② 平成 29 年 2 月 2 日、公正取引委員会は、全国の消防が発注した消防救急デジタル無線機

器に関する談合を認定し、次の措置を行った。 

・排除措置命令：５社（㈱富士通ゼネラル、日本電気㈱、沖電気工業㈱、日本無線㈱、㈱日立国際電気） 

・課徴金納付命令：４社（㈱富士通ゼネラル、日本電気㈱、沖電気工業㈱、日本無線㈱） 

※本組合の契約は、株式会社富士通ゼネラルに対する課徴金の算定対象に含まれる。 

 ③ 株式会社富士通ゼネラルは命令を不服とし取消訴訟を提起したが、令和 6年 3月 21日に

最高裁判所が上告を棄却した。 

 

２ 本組合の対応 

株式会社富士通ゼネラルによる取消訴訟が最高裁により棄却されたことを踏まえ、同社に対

する独占禁止法違反に基づく損害賠償請求に向けた対応を進めている。なお、同社は令和 7年

8月 22日に株式会社パロマ・リームホールディングスの買収を受け完全子会社化されており、

今後の経営方針の見直し等が損害賠償請求に影響する可能性もあることから、早期の対応が必

要な状況にある。 

・R7.7.31 顧問弁護士と委任契約（着手金 1,430千円を含む）を締結 

・R7.8.21 株式会社富士通ゼネラルに対し、損害賠償請求への応諾を求め、応諾が得られ 

ない場合には訴訟に移行する意向である旨の文書を内容証明郵便により通知 

 

３ 損害賠償請求額について 

損害賠償請求額については、顧問弁護士との協議の結果、損害額の具体的な立証が困難であ

ることから、独占禁止法第８４条に基づく求意見や、民事訴訟法第２４８条の規定に基づく裁

判所の損害額の認定により算出する。また、併せて遅延損害金の支払い及び訴訟費用の負担を

求める。 

 

４ 今後のスケジュール 

  令和７年１０月定例会  補正予算（弁護士委託費（着手金））を計上 

訴えの提起に係る議案を提案 

  令和７年１１月以降   訴訟提起 

 

議案第１４号（案）関連資料 
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消防庁舎整備事業の進捗状況について

１ 進捗の概要

消防庁舎整備基本方針による対象施設：９施設
うち整備完了５施設（事業進捗：55.6％）

報告事項１

２ 進行中の事業

（１）八頭消防署若桜出張所
・令和７年２月から着工している建設工事は、１階部分の配筋・型枠施工中 。
【進捗率：31.2％（当初計画：42.3％、令和７年８月末時点）】

（進捗遅延の理由）
柱状改良工事を行うにあたり、試掘により事前配合試験を行ったところ、所定の

強度が確保できないことが分かり、追加調査が必要となる。
調査の結果、改良不良となる層が見つかり、該当する層を撤去してから柱状改良

を行う必要があり、調査等に伴う工事中止期間と土質置換を含め約４０日の遅れが
発生したため。

・工期延長（令和８年４月末）となる見込みである。

［２］その他関連資料

〔受注者〕
〇新築工事（建築）：こおげ建設・大照建工ＪＶ 履行期間：Ｒ７.２.７～Ｒ８.２.27
〇新築工事（電気）：株式会社ミナミコーポレーション
〇新築工事（機械）：株式会社サカエ
〇工事監理業務：有限会社塚田隆建築研究所

履行期間：Ｒ７.２.19～Ｒ８.２.27

【新庁舎建築現場】

事 業 名

【整備スケジュール（予定）】

新築工事

解体工事

地盤変動
影響調査

庁舎建設 完成

旧庁舎解体

地盤変動影響調査（事後）

地盤変動影響調査（事前）

若桜出張所

R7.10 現在
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〔受注者〕
〇基本・実施設計業務：株式会社白兎設計事務所
〇外構設計業務：アサヒコンサルタント株式会社 履行期間：Ｒ７.８.21～Ｒ８.１.23
〇新築工事（建築・電気・機械） 履行期間：Ｒ７.10下旬～Ｒ９.1末
〇工事監理業務 履行期間：Ｒ７.10下旬～Ｒ９.2中旬
※新築工事、工事監理業務とも10月中に契約を締結するよう事業を進めている。

３ 今後の方向性

現行の消防庁舎整備基本方針の対象施設のうち、整備未着手の国府分遣所、吉方出張所
については、今後整備が必要となる庁舎とともに、今年度立ち上げた消防庁舎整備計画検
討会において庁舎整備方針の検討を始めたところである。

署所名 構造 竣工年月
耐用
年数

経過年 Is値 優先度 整備目標年度

鳥取消防署国府分遣所 鉄骨造平屋建 S54.9 38年 44年 0.10 B R6～8年度

鳥取消防署吉方出張所 鉄骨造平屋建 S52.3 38年 47年 0.53 B R7～9年度

気高消防署青谷出張所 鉄骨造平屋建 H2.3 38年 34年 ― C R8年度以降検討

湖山消防署 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造２階建 S53.3 50年 46年 0.96 C R8年度以降検討

消防局・鳥取消防署 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造４階建 H1.3 50年 35年 ― C R8年度以降検討

（２）気高消防署

・令和６年度から事業着手し、庁舎の設計業務が完了している。
・新築工事は、本年１０月議会後に着工し、令和８年度末の運用開始を目指す。

【現行の庁舎整備計画】

気高消防署

事 業 名

基本設計・
実施設計

新築工事

解体工事

設計業務 設計書精査

庁舎建設 完成

旧庁舎解体

R7.10 現在
【庁舎整備スケジュール（予定）】

【気高消防署完成イメージ】
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消防庁舎整備計画検討会の進捗状況について

１ 検討会の開催状況

○R7.7.25（金）第１回検討会（ＷＧ※ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ同日開催）
・消防庁舎整備検討会の概要
・消防庁舎整備基本方針
・消防行政の現状と課題

○R7.8.28（木）第２回検討会（ＷＧ8/25開催）
・庁舎視察（消防局・鳥取消防署、東町出張所、吉方出張所、国府分遣所、湖山消防署）

○R7.10.8（水）第３回検討会（ＷＧ9/30開催）
・現行の基本方針における事業未着手庁舎の整備等

報告事項２

２ 今後の予定

（１）消防庁舎整備の方向性に関する検討
〇今後の庁舎整備の方向性に関する総合的検討
〇消防局・鳥取消防署、湖山消防署、青谷出張所、訓練施設の現状と課題
・整備についての方向性の検討

〇事業実施に伴う財源
・活用財源等の現状、概算事業費の比較検討

〇庁舎整備スケジュール
・整備内容に基づく優先順位、整備スケジュール等についての検討

（２）消防庁舎整備計画（案）の策定
〇消防庁舎整備計画の基本方針のまとめ
〇消防局・鳥取消防署、湖山消防署、青谷出張所の整備計画（案）

消防庁舎整備計画検討会のスケジュール（予定）
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